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章（改定後） 現    行 改    定 備  考 
第章 材料 

 

３－２－３ 加熱アスファルト舗装材料 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－3－6－2 アスファルト舗装の材料」及び以下の記載によ

る。 

 

設計図書で特に明示していない場合、アスファルト合材の標準アスファルト量、石粉量及

び標準密度は下記の通りとする。 

道路種別 アスファルト混合物種別 
標準密度 

（参考） 

AS量

（%） 
Fi量（%） 

車 道 

(表層) 

(基層) 

(上層路盤) 

細粒度ｱｽｺﾝ13F 2.30 8.8 15.0 

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.30 6.8 11.6 

密粒度ｱｽｺﾝ13F 2.35 5.9 10.0 

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.35 5.8 9.8 

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35 5.3 4.8 

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30) 2.30 4.3 ― 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ 2.05 9.0 12.0 

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13・30)(100％再生材) 2.30 6.0 ― 

再生細粒度ｱｽｺﾝ13F(再生混入率50％) 2.30   

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F(再生混入率50％) 2.35   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(再生混入率50％) 2.35   

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30)(再生混入率50％) 2.30   

改質Ⅱ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F55 2.35 6～6.3 F/A=1.7程度 

改質Ⅱ型密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.35 5.8 9.8 

再生改質Ⅱ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F55 

(再生混入率30％) 
2.35   

再生改質Ⅰ型密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 

(再生混入率30％) 
2.35   

歩 道 

(表層) 

(上層路盤) 

細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.15 7.0 7.8 

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30) 2.15 4.3 ― 

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13・30)(100％再生材) 2.15 6.0 ― 

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)(再生混入率50％) 2.15   

※上表空欄箇所については、土木工事共通仕様書・舗装再生便覧（平成 22年 11 月(社)日本道路協

会発行）等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の配

合とする。 

 

３－２－３ 加熱アスファルト舗装材料 

「札幌市土木工事共通仕様書 1－3－6－2 アスファルト舗装の材料」及び以下の記載によ

る。 

 

設計図書で特に明示していない場合、アスファルト合材の標準アスファルト量、石粉量及

び標準密度は下記の通りとする。 

道路種別 アスファルト混合物種別 
標準密度 

（参考） 

AS量

（%） 
Fi量（%） 

車 道 

(表層) 

(基層) 

(上層路盤) 

細粒度ｱｽｺﾝ13F 2.30 8.8 15.0 

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.30 6.8 11.6 

密粒度ｱｽｺﾝ13F 2.35 5.9 10.0 

密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.35 5.8 9.8 

粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 2.35 5.3 4.8 

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30) 2.30 4.3 ― 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ 2.05 9.0 12.0 

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13・30)(100％再生材) 2.30 6.0 ― 

再生細粒度ｱｽｺﾝ13F(再生混入率50％) 2.30   

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F(再生混入率50％) 2.35   

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(再生混入率50％) 2.35   

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30)(再生混入率50％) 2.30   

改質Ⅱ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F55 2.35 6～6.3 F/A=1.7程度 

改質Ⅱ型密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 2.35 5.8 9.8 

再生改質Ⅱ型細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F55 

(再生混入率30％) 
2.35   

再生改質Ⅰ型密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ13F 

(再生混入率30％) 
2.35   

歩 道 

(表層) 

(上層路盤) 

細粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.15 7.0 7.8 

ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(30) 2.15 4.3 ― 

ｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ 2.05 9.0 12.0 

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13・30)(100％再生材) 2.15 6.0 ― 

再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)(再生混入率50％) 2.15   

※上表空欄箇所については、土木工事共通仕様書・舗装再生便覧（平成 22年 11 月(社)日本道路協

会発行）等に示す標準配合の範囲内で、各プラントが標準的に出荷するアスファルト混合物の配

合とする。 

 

追加 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考 
第 6章 推進

工・シールド

工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏込め） 

36 受注者は、裏込注入の施工においては、次の事項に留意して施工しなければならない。 

1) 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮して行わなければなら

ない。 

2) 裏込注入工は、推進完了後速やかに施工しなければならない。なお、注入材が十分管の背

面に行きわたる範囲で、できうる限り低圧注入とし、管体へ偏圧を生じさせてはならない。 

3) 注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しないよう留意し、注

入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。 

4) ダボの使用にあたっては、地下水のない砂レキ及び転石地盤とし、「札幌市下水道設計標準

図」により施工しなければならない。 

5) 工事完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し工事監督員に提出しなければ

ならない。 

6) 受注者は、工事区間内に既設下水道管が布設されている場合、既設下水道管に影響のない

ように注意して施工しなければならない。また、既設下水道（本管及び取付管等）に注入液

が流入しなかったか確認し、その結果を工事監督員に報告しなければならない。 

 

（裏込め） 

36 受注者は、裏込注入の施工においては、次の事項に留意して施工しなければならない。 

1) 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮して行わなければなら

ない。 

2) 裏込注入工は、推進完了後速やかに施工しなければならない。なお、注入材が十分管の背

面に行きわたる範囲で、できうる限り低圧注入とし、管体へ偏圧を生じさせてはならない。 

3) 注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しないよう留意し、注

入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。 

（削除） 

 

4) 工事完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し工事監督員に提出しなければ

ならない。 

5) 受注者は、工事区間内に既設下水道管が布設されている場合、既設下水道管に影響のない

ように注意して施工しなければならない。また、既設下水道（本管及び取付管等）に注入液

が流入しなかったか確認し、その結果を工事監督員に報告しなければならない。 

 

標準図の廃止

に伴う削除 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考 
第 16章 施

工管理基準 

  

 

基準の変更 
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章（改定後） 現    行 改    定 備  考 

 

 

変更 


